
告

示

平成™™年�月š—日 金曜日 第œš�œ号官 報

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条
の
二

経
過
措
置
政
令
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
第
四

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
五
十
条
ノ
二
第
一
項
第
三
号
イ
、
第
五
十
条
ノ
三
ノ
三
及
び
別
表
第
三
ノ
二
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
別
表
第
五
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

の
一
部
改
正
）

第
三
条

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
船
員
保
険
の
介
護
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条
の
二

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。）第
五
十

七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
旧
船
員
保
険
法
」と
い
う
。）

の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則（
以
下
こ
の
条
、

次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条

ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第

二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
額

イ

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
（
ロ
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。）
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
万
四

千
七
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
万
四
千
七
百
三
十
円
と
す
る
。）

ロ

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
介
護
に
要

す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額
が
五
万
六
千
七
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き

五
万
六
千
七
百
九

十
円（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
お
い
て
は
、介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。）

ハ

そ
の
月
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。）に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を

受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き

五

万
六
千
七
百
九
十
円

二

改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た

額

２

前
項
の
規
定
は
、
整
備
政
令
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額
と
し
て
旧
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
七
十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
十
万
四
千
七
百
三
十

円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
二
千
三
百
七
十
円
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
五
万
六
千
七
百
九
十
円
」
と
あ
る
の
は

「
二
万
八
千
四
百
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
第
二
項

に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）」
を
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
四
十
六
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

山
田

正
彦

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中「
横
須
賀
港
」の
下
に
「
、
姫

川
港
」
を
、「
平
生
港
」
の
下
に「
、
徳
山
下
松
港
」を
、「
今

治
港
」
の
下
に
「
、
新
居
浜
港
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
事
業

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

Æ
嶋

正
行

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
」
を
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
に
改
め
、「
変
更
し
よ
う
と
す
る

も
の
」
の
下
に「（
原
価
又
は
利
潤
の
変
更
を
伴
う
も
の
に

限
る
。）」
を
加
え
る
。

様
式
第
二
十
一
中
「
有
効
期
間
」
を
「
有
効
期
間
（
供

給
期
間
）」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
金
融
庁
告
示
第
八
十
七
号

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

二
十
一
号
）第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
二
年
七
月
三
十
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

上
場
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所
（
金
融
商
品

取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金

融
商
品
取
引
所
を
い
う
。）が
上
場
す
る
有
価
証
券
を

い
う
。）

二

店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
有
価
証
券
を
い

う
。）附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

２

こ
の
告
示
は
、平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
限
り
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

〇
金
融
庁
告
示
第
八
十
六
号

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

二
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

上
場
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所
（
金
融
商
品

取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金

融
商
品
取
引
所
を
い
う
。）が
上
場
す
る
有
価
証
券
を

い
う
。）

二

店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
有
価
証
券
を
い

う
。）附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

２

こ
の
告
示
は
、平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
限
り
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

〇
法
務
省
告
示
第
三
百
八
十
六
号

不
動
産
登
記
規
則（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）

第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に

第
百
九
十
三
条
第
五
項
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
規

則
及
び
他
の
省
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
不
動
産
登
記
規
則
第
二
百
三
十
八
条
第
五
項
第
二

号
、
抵
当
証
券
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
年
司
法
省
令
第
二

十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
鉱
害
賠
償
登
録

規
則
（
昭
和
三
十
年
法
務
省
令
第
四
十
七
号
）
第
十
一
条

第
五
項
第
二
号
及
び
第
二
十
条
第
二
号
、
船
舶
登
記
規
則

（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
五
条
第
五
項
第
二
号
、
農
業
用

動
産
抵
当
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
九

号
）
第
三
十
六
条
第
五
項
第
二
号
並
び
に
建
設
機
械
登
記

規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
一
条

第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
登
記
所
を
指
定

す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日法

務
大
臣

千
葉

景
子
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